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「貸借取引貸出し規程」等の一部改定について 
 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、㈱名古屋証券取引所において上場商品の多様化に向けたＥＴＦの上場制度の整備に

伴う「業務規程」等の一部改正を実施しておりますが、これに伴い、当社は「貸借取引貸出

し規程」等の一部改定を下記のとおり実施いたしますので、ご通知申し上げます。 

敬具 

記 

 

１. 改定を行う規程 

(1) 貸借取引貸出し規程                                  ・・・  別紙1 

(2) 貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱い            ・・・  別紙2 

(3) 貸借取引に付随する剰余金の配当及び株式分割等による株式を受ける 

権利等の処理要領                       ・・・  別紙3 

(4) 貸借取引融資担保株券または受益証券に付随する権利の行使等に関す 

る取扱要領                                           ・・・  別紙4 
 

[主な改定内容] 

   ・貸借取引の対象となる有価証券に、投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を特 

定の指標（金融商品市場における相場その他の指標をいう。）の変動率に一致させるよう 

運用する投資信託受益証券、外国投資信託受益証券及び外国投資証券を追加します。 

 

２．実施日    平成22年8月5日 

 

以 上 



 

「貸借取引貸出し規程」一部改定新旧対照表 

平成22年8月5日一部改定実施 

（下線部分は改定箇所） 

改  定  後 現    行 

 

第１条～第２条 （現行どおり） 

 

（貸出しの範囲） 

第３条 第１条の貸出しは、有価証券の価格形

成を公正にし、その流通を円滑にするために

真に必要であって、かつ、貸借取引参加者が

次の各号に掲げる目的のため必要とする金銭

または有価証券にかぎりこれを行うものとす

る。 

 

 

(1)～(3)   （現行どおり） 

(4) 貸借取引参加者が、当社から金銭または

有価証券の貸出しを受けないで第１号また

は前号に掲げる金融商品市場取引の決済を

行った後、当該貸借取引参加者または非清

算参加者が引き続き顧客に対する信用供与

を継続するために必要とする金銭または有

価証券を調達するため。 

 

２．前項の貸出しの対象となる有価証券は、次

の各号に掲げる有価証券（以下「株券等」と

いう。）をいう。 

(1) 内国法人の発行する株券 

(2) 投資信託財産等の一口あたりの純資産額

の変動率を特定の指標（金融商品市場にお

ける相場その他の指標をいう。）の変動率に

一致させるよう運用する次のもの。 

①金融商品取引法（以下「法」という。）第

２条第１項第10号に規定する投資信託の

受益証券（以下「投資信託受益証券」と

いう。） 

②法第２条第１項第10号に規定する外国投

資信託の受益証券（以下「外国投資信託

受益証券」という。） 

③法第２条第１項第11号に規定する外国投

資証券（以下「外国投資証券」という。）

 

第４条～第６条 （現行どおり） 

 

 

第１条～第２条 （省  略） 

 

（貸出しの範囲） 

第３条 第１条の貸出しは、有価証券の価格形

成を公正にし、その流通を円滑にするために

真に必要であって、かつ、貸借取引参加者が

次の各号に掲げる目的のため必要とする金銭

または株券もしくは日経300株価指数連動型

上場投資信託（以下「証券投資信託」という。）

の受益証券（以下「受益証券」という。）にか

ぎりこれを行うものとする。 

(1)～(3)    （省  略） 

(4) 貸借取引参加者が、当社から金銭または

株券等（株券および受益証券をいう。以下

同じ。）の貸出しを受けないで第１号または

前号に掲げる金融商品市場取引の決済を行

った後、当該貸借取引参加者または非清算

参加者が引き続き顧客に対する信用供与を

継続するために必要とする金銭または株券

等を調達するため 

       （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条 （省  略） 

 

別紙１
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改  定  後 現    行 

 

（貸出しの申込み等） 

第７条 貸借取引参加者は、貸借取引により貸

出しを受けようとするときは、所定の融資申

込票または貸株等（株券等の貸出しをいう。

以下同じ。）申込票に銘柄、株数（投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券および外国投

資証券の場合には、「口数」と読み替える。以

下特に定めのないかぎり同じ。）、その他所定

の事項を記入して、貸出しを受けようとする

日の３日前の日（以下「貸出申込日」という。）

の当社が別に定める時限までに、当社に当該

貸出しを申し込まなければならない。 

２．～５．   （現行どおり） 

 

第８条～第11条 （現行どおり） 

 

（貸株等超過の場合の措置） 

第12条 当社は、貸出日における貸株残高株数

等（第15条に規定する貸出株券等の残高の数

量をいう。以下同じ。）が融資残高株数等（第

19条に規定する融資担保株券等の残高の数量

をいう。以下同じ。）を超過することとなる銘

柄については、別に定める日時までにその超

過する数量（以下「超過株数等」という。）を

発表し、超過株数等の範囲内で当該銘柄につ

いて、貸株等返済の追加申込み（貸株等申込

みの取消しを含む。）および融資の追加申込み

（融資返済申込みの取消しを含む。）を受け付

けるものとし、これによってもなお貸株等超

過（超過株数等が生じている状態をいう。以

下同じ。）が解消しない場合には、当社が別に

定める方法により株券等を調達して、これを

貸し出すものとする。 

 

第13条     （現行どおり） 

 

（貸出しに関する通知） 

第14条 当社は、貸出申込日または返済申込日

（以下「申込日」という。）の翌日までに、貸

借取引にかかる貸出金額または貸出し株数、

当社が担保として受入れる第19条に規定する

融資担保株券等の株数または貸株等代り金の

額、その他所要の事項を貸借取引参加者に通

知する。 

２．～４．   （現行どおり） 

 

 

（貸出しの申込み等） 

第７条 貸借取引参加者は、貸借取引により貸

出しを受けようとするときは、所定の融資申

込票または貸株等（貸株および貸受益証券を

いう。以下同じ。）申込票に銘柄、株数（受益

証券の場合には、「口数」と読み替える。以下

特に定めのないかぎり同じ。）、その他所定の

事項を記入して、貸出しを受けようとする日

の３日前の日（以下「貸出申込日」という。）

の当社が別に定める時限までに、当社に当該

貸出しを申し込まなければならない。 

 

２．～５．   （省  略） 

 

第８条～第11条 （省  略） 

 

（貸株超過または貸受益証券超過の場合の措置）

第12条 当社は、貸出日における貸株残高株数

または貸受益証券残高口数（以下「貸株残高

株数等」という。）が融資残高株数または融資

残高口数（以下「融資残高株数等」という。）

を超過することとなる銘柄については、別に

定める日時までにその超過株数または超過口

数（以下「超過株数等」という。）を発表し、

超過株数等の範囲内で当該銘柄について、貸

株等返済の追加申込み（貸株等申込みの取消

しを含む。）および融資の追加申込み（融資返

済申込みの取消しを含む。）を受け付けるもの

とし、これによってもなお貸株超過、貸受益

証券超過（以下「貸株等超過」という。）の状

態が解消しない場合には、当社が別に定める

方法により株券等を調達して、これを貸し出

すものとする。 

 

第13条     （省  略） 

 

（貸出しに関する通知） 

第14条 当社は、貸出申込日または返済申込日

（以下「申込日」という。）の翌日までに、貸

借取引にかかる貸出金額または貸出し株数、

当社が担保として受入れる第19条に規定する

融資担保株券等の株数もしくは口数または貸

株等代り金の額、その他所要の事項を貸借取

引参加者に通知する。 

２．～４．   （省  略） 
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改  定  後 現    行 

 

（貸出金額および貸借値段等） 

第15条      （現行どおり） 

２．貸借取引による貸出金額および貸出株券等

の価額は、貸出し申込日における当該銘柄の

貸借値段に申込株数（第11条第１項ただし書

きに規定するみなしの貸出し申込に基づく申

込株数を含む。）を乗じた額とする。 

 

３．      （現行どおり） 

 

第16条～第18条 （現行どおり） 

 

（融資担保株券等および貸株等代り金） 

第19条     （現行どおり） 

２．当社は、前項の規定により差し入れられた

融資担保株券等を任意に貸出し、もしくは担

保に差し入れ、または当該株券の株券等に表

示される権利に付随する権利を行使すること

ができるものとする。 

３．～４．   （現行どおり） 

 

（権利の授受） 

第20条 当社は、融資担保株券等および貸出し

株券等にかかる株式に付随する剰余金の配当

もしくは株式分割等による株式を受ける権利

等または次の各号に掲げる権利については、

当該権利の帰属する者を確定するための基準

日において、金銭の貸出しを受けている貸借

取引参加者には当該権利を移転し、株券等の

貸出しを受けている貸借取引参加者にはこれ

を提供させるものとする。ただし、当該権利

の授受に代え、取引所と協議のうえ、別に定

めるところにより当該権利の処理を行うこと

ができる。 

(1) 投資信託受益証券の受益権に付随する収

益分配その他に関する権利 

(2) 外国投資信託受益証券の受益権に付随す

る権利であって第１号の投資信託受益証券

の受益権に付随する権利と同じ性質を有す

ると認められる権利 

(3) 外国投資証券の投資口に付随する金銭の

分配その他に関する権利であって投資証券

の投資口に付随する権利と同じ性質を有す

ると認められる権利 

 

 

（貸出金額および貸借値段等） 

第15条      （省  略） 

２．貸借取引による貸出金額および貸出株券等

（貸出株券、貸出受益証券をいう。以下同じ。）

の価額は、貸出し申込日における当該銘柄の

貸借値段に申込株数（第11条第１項ただし書

きに規定するみなしの貸出し申込に基づく申

込株数を含む。）を乗じた額とする。 

３．      （省  略） 

 

第16条～第18条 （省  略） 

 

（融資担保株券等および貸株等代り金） 

第19条      （省  略） 

２．当社は、前項の規定により差し入れられた

融資担保株券等を任意に貸出し、もしくは担

保に差し入れ、または当該株券の株式もしく

は当該受益証券の証券投資信託に付随する権

利を行使することができるものとする。 

３．～４．   （省  略） 

 

（権利の授受） 

第20条 当社は、融資担保株券等および貸出し

株券等の株式に付随する剰余金の配当もしく

は株式分割等による株式を受ける権利等また

は証券投資信託の収益分配金その他に関する

権利については、当該株式を発行した会社が、

当該権利の帰属する株主を定めるために決定

する基準日または当該証券投資信託の収益分

配金等を受ける者を確定するための基準日に

おいて、金銭の貸出しを受けている貸借取引

参加者には当該権利を移転し、株券等の貸出

しを受けている貸借取引参加者にはこれを提

供させるものとする。ただし、当該権利の授

受に代え、取引所と協議のうえ、別に定める

ところにより当該権利の処理を行うことがで

きる。 
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改  定  後 現    行 

 

第21条     （現行どおり） 

 

（特定代用有価証券の分別管理） 

第21条の２ 貸借取引参加者は、貸借取引顧客

取引分または清算取次貸借取引顧客取引分に

関し、顧客から預託を受けた信用取引保証金

代用有価証券または非清算参加者から預託を

受けたその顧客の信用取引保証金代用有価証

券（法の定めるところにより、貸借取引参加

者または非清算参加者が当該有価証券を担保

に供することにつき、当該顧客から書面によ

る同意を得たものに限る。（以下「特定代用有

価証券」という。）を当社に貸借担保金代用有

価証券または増担保金の代用有価証券として

担保に差し入れる場合には、当該担保が特定

代用有価証券であることを明示しなければな

らない。 

２．      （現行どおり） 

 

第22条～第25条 （現行どおり） 

 

 

 

 

第21条     （省  略） 

 

（特定代用有価証券の分別管理） 

第21条の２ 貸借取引参加者は、貸借取引顧客

取引分または清算取次貸借取引顧客取引分に

関し、顧客から預託を受けた信用取引保証金

代用有価証券または非清算参加者から預託を

受けたその顧客の信用取引保証金代用有価証

券（金融商品取引法の定めるところにより、

貸借取引参加者または非清算参加者が当該有

価証券を担保に供することにつき、当該顧客

から書面による同意を得たものに限る。（以下

「特定代用有価証券」という。）を当社に貸借

担保金代用有価証券または増担保金の代用有

価証券として担保に差し入れる場合には、当

該担保が特定代用有価証券であることを明示

しなければならない。 

２．      （省  略） 

 

第22条～第25条 （省  略） 
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「貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱い」一部改定新旧対照表 

平成22年8月5日一部改定実施 

（下線部分は改定箇所） 

改  定  後 現    行 

 

貸借取引貸株等超過銘柄に対する取扱い 

 

貸借取引貸出し規程第12条、第13条及び第23

条に規定する貸借取引の貸株等超過銘柄に対す

る取扱いを次のとおり定める。 

 

 

１．当社は、貸借申込みにより、貸株残高株数

が融資残高株数を超過した銘柄については、

申込日の翌営業日午前立会い開始時までに、

その超過株数を発表する。 

 

２．～９．   （現行どおり） 

 

10．貸株等超過銘柄が株券以外の有価証券であ

る場合については、本取扱い各項（別表を含

む。）の規定中、株券について使われている用

語を、当該有価証券の種類に応じて読み替え

るものとする。 

 

 

 

（別表） 

 

１．      （現行どおり） 

 

２．次に定める銘柄の貸借申込み分にかかる品

貸料率については、(1)～(4)の各区分に定め

る料率とする。ただし、(1)又は(2)に該当し、

かつ(3)又は(4)に該当する場合は、(1) 又は

(2)の該当する料率の２倍とする。 

(1) 取引所において配当落もしくは権利落とす

る期日が定められた銘柄又は株式会社証券保

管振替機構（以下「保振機構」という。）が振

替業において取り扱う株券について、社債、

株式等の振替に関する法律に基づく総株主通

知が行われる銘柄（以下、本号において配当

落もしくは権利落とする期日又は総株主通知

にかかる株主を確定するための日の２営業日

前の日を「期日」という。） 

 

貸借取引貸株超過銘柄等に対する取扱い 

 

貸借取引貸出し規程第12条、第13条及び第23

条に規定する貸借取引の貸株超過銘柄または貸

受益証券超過銘柄に対する取扱いを次のとおり

定める。 

 

１．貸借取引申込みにより、貸株残高が融資残

高を超過した銘柄については、当社は、申込

日の翌営業日午前立会い開始時までに、その

超過株数を発表する。 

 

２．～９．   （省  略） 

 

10．貸受益証券超過銘柄については、本取扱い

各項の規定中「株券」は「受益証券」と、「株

数」は「口数」と、「借株」は「借受益証券」

と、「貸株」は「貸受益証券」と、「１株」は

「１口」と、「貸株超過」は「貸受益証券超過」

と、「借株先」は「借受益証券先」と読み替え

るものとする。 

 

（別表） 

 

１．      （省  略） 

 

２．次に定める銘柄の貸借申込み分にかかる品

貸料率については、(1)～(3)の各区分に定め

る料率とする。ただし、(1)に該当し、かつ(2)

又は(3)に該当する場合は、(1)の該当する料

率の２倍とする。 

(1) 取引所において配当落もしくは権利落とす

る期日が定められた銘柄又は株式会社証券保

管振替機構が振替業において取り扱う株券に

ついて、社債、株式等の振替に関する法律に

基づく総株主通知が行われる銘柄（以下、本

号において配当落もしくは権利落とする期日

又は総株主通知にかかる株主を確定するため

の日の２営業日前の日を「期日｣という。） 
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改  定  後 現    行 

 

①～②    （現行どおり） 

(2) 保振機構が外国株券等の保管及び振替決済

にかかる業務において取り扱う外国投資信託

受益証券又は外国投資証券について、保振機

構の「外国株券等の保管及び振替決済に関す

る規則」に基づく外国株券等実質株主の通知

が行われる銘柄（上記(1)に該当する場合を除

く。）については、当該外国株券等実質株主を

確定するための期日（株主総会における議決

権について外国株券等実質株主の議決権を代

理行使するために保振機構が指定する日を含

む。）の８営業日前から３営業日前までの貸借

申込み分 

上記料率の２倍 

(3)～(4)    （現行どおり） 

 

３．～５．   （現行どおり） 

 

 

 

①～②    （省  略） 

        （新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)～(3)    （省  略） 

 

３．～５．   （省  略） 
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「貸借取引に付随する剰余金の配当及び株式分割等による株式を受ける権利等の処理要領」 

一部改定新旧対照表 

平成22年8月5日一部改定実施 

（下線部分は改定箇所） 

改  定  後 現    行 

 

貸借取引貸出し規程第20条に規定する貸借取

引に付随する剰余金の配当（配当財産が金銭で

あるものについて処理するものとし、金銭分配

請求権を含む。以下同じ。）その他の金銭の交付

（以下「配当等」という。）及び株式分割等によ

る株式を受ける権利の処理について、次のとお

り定める。 

 

第１ 配当等の処理 

 

１．      （現行どおり） 

 

第２ 株式分割等による株式を受ける権利等 

の処理 

 

１．～17．   （現行どおり） 

 

18．前各項の株券にかかる規定は、投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券および外国投

資証券について準用するものとし、準用され

る規定中、株券について使われている用語を、

当該有価証券の種類に応じて読み替えるもの

とする。ただし、外国投資信託受益証券及び

外国投資証券に準用する場合においては、第

11項中「買取請求を当該発行会社に対して行

い」とあるのは、「売却処分を行い」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

貸借取引貸出し規程第20条に規定する貸借取

引に付随する剰余金の配当（配当財産が金銭で

あるものについて処理するものとし、金銭分配

請求権を含む。以下同じ。）その他の金銭の交付

（以下「配当等」という。）及び株式分割等によ

る株式を受ける権利の処理について、次のとお

り定める。 

 

第１ 配当等の処理 

 

１．      （省  略） 

 

第２ 株式分割等による株式を受ける権利等 

の処理 

 

１．～17．   （省  略） 

 

18．前各項の株券にかかる規定は、受益証券に

ついて準用する。この場合、「株式」は「受益

権」と、「株券」は「受益証券」と、「株式分

割」は「受益権の分割」と、「募集株式」は「新

受益権」と、「株数」は「口数」と、「貸株」

は「貸受益証券」と、「株」は「口」と、「単

位未満株式」は「１口に満たない受益権」と

「発行会社」は「発行者」とそれぞれ読み替

えるものとする。 
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「貸借取引融資担保株券または受益証券に付随する権利の行使等に関する取扱要領」 

一部改定新旧対照表 

平成22年8月5日一部改定実施 

（下線部分は改定箇所） 

改  定  後 現    行 

 

貸借取引の融資担保株券等に付随する権利 

の行使等に関する取扱要領 

 

１．      （現行どおり） 

 

２．前項による取扱いの対象とならない融資担

保株券等にかかる株式に付随する権利を行使

するため、法令および保振機構が定めるとこ

ろにより当社を実質株主として報告するもの

とする。 

 

３．第１項および第２項の処理または報告のた

めに要する費用は、「権利処理等手数料」とし

て、銘柄毎の総株主通知にかかる株主等を確

定する日または実質株主報告を行う日に融資

を受けている貸借取引参加者が、その融資担

保株券等の数量に応じて負担するものとし、

その料率は１株につき５銭とする。ただし、

金融商品取引所が定める売買単位が1,000株

以外の場合には、料率に1,000を乗じた額を当

該売買単位の数で除して得た額とする。 

 

 

 

 

４．      （現行どおり） 

 

５．第１項の規定は投資信託受益証券に、第２

項の規定は外国投資信託受益証券および外国

投資証券に、第３項の規定はこれら全ての有

価証券について準用し、準用される規定中、

株券について使われている用語を、当該有価

証券の種類に応じて読み替えるものとする。

ただし、第３項の規定を投資信託受益証券、

外国投資信託受益証券および外国投資証券に

ついて準用する場合の権利処理等手数料の料

率は、同項に定める料率に10分の１を乗じて

得た額とする。 

 

貸借取引融資担保株券または受益証券に付 

随する権利の行使等に関する取扱要領 

 

１．      （省  略） 

 

        （新  設） 

 

 

 

 

 

２．第１項の処理のために要する費用は、「権利

処理等手数料」として、銘柄毎の総株主通知

にかかる株主等を確定する日に融資を受けて

いる貸借取引参加者が、その融資担保株数ま

たは口数に応じて負担するものとし、その料

率は次のとおりとする。 

(1)融資担保株券の場合･･１株につき５銭 

(2)融資担保受益証券の場合･･１口につき 

０.５銭 

  上記(1)および(2)の料率については、金融

商品取引所が定める売買単位が1,000株又は

1,000口以外の場合には、料率に1,000を乗じ

た額を当該売買単位で除して得た額とする。

 

３．      （省  略） 

 

        （新  設） 
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